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進歩性の判断フロー（典型例）

｢課題の同一性｣は引例組み
合わせの重要な要因となる

No

※相違点が無ければ、新規性はない

※技術常識、周知・慣用技術も組合
せ、または置換対象となる。

※請求項にかかる発明特定事項と一つの引用発明とを対比して認定する。

＜設計事項等とする動機付け＞
①公知材料の中から最適材料の選択
②数値範囲の最適化または好適化
③均等物による置換
④技術の具体的適用に伴う設計変更
⑤単なる寄せ集め

＜設計事項等を否定する動機付け＞
当業者が予想できないような有利な
作用効果があれば設計事項とされな
い。
｢顕著な作用効果｣や｢異質な作用効
果｣があれば、周知技術の組合せであ
っても、進歩性が推認される。

※当業者が予想できないような有
利な作用効果があればよい。

｢顕著な作用効果｣や｢異質な作用
効果｣があれば、周知技術の組合せ
であっても、進歩性が推認される。

※｢阻害要因｣がない場合には、
原則として、他の引用発明との組み
合わせは容易であるとする。

＜容易である動機付け＞
①技術分野の関連性
②課題の共通性
③作用・機能の共通性
④内容中の示唆

＜容易でない動機付け＞
構成の組合せ、または置換を

｢阻害する要因｣がある。
例えば、引例中に組合せ、ま

たは置換が困難との記載がある

※原則として特許請求の範囲の記載に基づいて｢発明の要旨｣を認定する。

本願発明の認定

一つの引用発明の認定

相違点に係る構成が引
例に示されているか？

進歩性あり 進歩性なし

一致点・相違点の認定

構成の組合せ、または
置換が容易であるか？

予想以上の効果がある
か？

相違点に係る構成が設
計事項等であるか？

※複数の引用発明のなかから論理付けに最も適した一の引用発明を選ぶ。
※技術常識を参酌することにより導き出せる事項（周知・慣用技術など）
も引用発明の認定の基礎とすることができる。
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